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「業務改善助成金」「キャリアアッ

プ助成金」が拡充されます！ 

◆第二次補正予算による措置  
平成 28 年度の第二次補正予算案

が 8 月下旬に閣議決定されました。 
最低賃金引上げのための環境整備

として、経営力強化・生産性向上に向

けて、中小企業・小規模事業者への支

援措置を推進・拡充する国の方針を踏

まえ、予算案には「業務改善助成金」

および「キャリアアップ助成金」等の助

成額等の拡充などが盛り込まれていま

す。 

◆「業務改善助成金」の拡充内容  
業務改善助成金は、中小企業・小

規模事業者が生産性向上のための設

備投資などを行い、事業場内で最も低

い賃金（事業場内最低賃金）を一定額

以上引き上げた場合に、その設備投資

などにかかった費用の一部を助成する

というものです。 
これまでは事業場内最低賃金が

800 円未満の事業場を対象としていま
したが、1,000 円未満の事業場にも対
象が拡充されました。また、大幅な事業

場内最低賃金の引上げ（90 円以上）を
行う事業場に対する助成措置が新た

に新設されます。 
なお、拡充後の本助成金の支給は、

第二次補正予算の成立が条件となり

ますが、申請自体は予算成立前でも可

能となっています 
◆キャリアアップ助成金の拡充内容  
キャリアアップ助成金のうちの「賃金

規定等改定（処遇改善コース）」は、有

期契約労働者、短時間労働者といった

いわゆる非正規雇用労働者の基本給

の賃金規定等を 2％以上増額改定し、
昇給した場合に助成する制度です。 
今回、中小企業が基本給の賃金規

定等を 3％以上増額改定し、昇給した
場合、助成額が加算されることになりま

した。 
なお、本助成金の加算措置は第二

次補正予算の成立と厚生労働省令の

改正等が必要となるため、現時点では

あくまでも予定となっています。 

◆平成 28年度の最低賃金について

（参考） 
平成 28 年度の地域別最低賃金の

改定の目安が厚生労働省より公表さ

れました。 
それによると、今年度の全国加重平

均の時給は 823 円（昨年度 798 円）で、
25 円増（昨年度 18 円増）と過去最大
の上げ幅となっています。 
最高額は932円（東京都）、最低額は
714円（沖縄県、宮崎県）で、長野県は
770円となっております。 
改定は各都道府県において、10月1日
から10月中旬にかけて、順次改定され
ます。 
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